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生駒市宅地等開発行為に関する道路築造技術基準 

 

生駒市内で宅地開発等開発行為により道路を築造する場合、「奈良県開発許可制度等に

関する審査基準集（技術基準編）」（以下「県基準」という）に定めるほか、生駒市宅地開

発等開発行為に関する道路築造基準（以下「本道路築造基準」という）に基づき築造する

ものとする。 

 

１ 道路接続基準 

開発区域内の主要な道路と開発区域外の道路との接続にあたっては、政令第２５

条各号に定めるものの他、県基準に定める幅員以上の公道（国、県、市道）に接続

されていること。 

 

２ 道路幅員 

開発区域内の設置する道路幅員については、県基準に定めるものの他、開発の規

模、目的等を考慮し必要に応じて次の幅員の道路を配置すること。 

 

 開発面積 １ha 以上 

３ha 未満 

３ha 以上 

20ha 未満 

20ha 以上 

100ha 未満 
100ha 以上 

種類  

住 宅 

開 発 

補助幹線 6.0ｍ以上 6.0ｍ～9.0ｍ 9.0ｍ～12.0ｍ 

幹  線 9.0ｍ～12.0ｍ 12.0ｍ以上 

その他 

の開発 

補助幹線 9.0ｍ以上 12.0ｍ以上 

幹  線 12.0ｍ以上 

 

３ 道路の構造 

道路の構造については省令第２４条（道路に関する技術的細目）及び県基準に定

めるものの他、次のとおりとする。 

 

① 道路には雨水等を有効に排出するために必要な側溝、街渠等設けるとともに、

集水桝等設置し直近の下水道施設等に接続放流すること。側溝、街渠等の構造

については別図１のとおりとする。また、同等の強度を要する二次製品の使用

も可能とする。この場合、詳細については協議するものとする。なお下水道施

設への接続等詳細については下水道担当課と協議すること。 

 

② 道路側溝にグレーチング蓋を設ける場合、ボルト締めとすること。ただし管の
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接合点などの桝部、および管理用点検口についてはこの限りではない。また道

路縦断勾配が６％以上となる箇所において、側溝蓋を設置する場合は滑り止め

加工を施したものを使用すること。コンクリート製蓋を使用する場合は、音な

り防止策を講じること。 

 

③ 縦断勾配が６％以上となる区間の道路側溝にコンクリート蓋を設置する場合は、

ずれ止め防止のため、概ね１０ｍ毎に長さ１５㎝程度のスラブを設けること。 

 

④ Ｕ型側溝にコンクリート製蓋を設置する場合は、管理点検及び路面排水の流入

を考慮し、側溝の屈曲部及び直線区間の５～６ｍ毎にグレーチング蓋を設置す

ること。 

 

⑤ 横断側溝蓋はすべてグレーチング蓋ボルト締めとし、道路の縦断勾配が６％以

上となる箇所については滑り止め加工を施したものとする。 

 

⑥ 道路の縦断勾配については９％以下とし、地形等によりやむを得ないと認めら

れるときは次のとおりとする。 

 

縦断勾配の範囲 縦断勾配の最長長さ 

９％を超え１０％以下 １００ｍ以下とする 

１０％を超え１２％以下 ５０ｍ以下とする 

 

⑦ 路面はアスファルト舗装仕上げを標準とする。地形等やむを得ず縦断勾配が

６％以上となる場合又は現道とのすりつけの関係から急勾配となる場合は、滑

りにくい仕上げとすること。舗装構造は「舗装設計施工指針」に基づくものと

し、その詳細は協議すること。 

 

⑧ 道路は公道から公道へ接続を原則とする。やむを得ず袋路状となる場合は省令

第２４条第５項のただし書き及び県基準に基づくものとする。袋状道路の幅員

が６．０ｍ以上でかつ終端に直径８．０ｍ以上円に外接する回転広場が設けら

れる場合（［審査基準２］、（２）袋路状道路、イの場合）公道から回転広場まで

の道路の距離は５０ｍ程度を限度とする。 

 

⑨ 袋路状道路に新たに道路を接続しようとする場合、新たに設ける道路の終端は
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公道に接続するものとする。ただし地形等やむを得ない事由により公道に接続

することができない場合は、県基準の袋路状道路に関する審査基準に準じるも

のとし、詳細については協議するものとする。 

 

⑩ 道路がもっぱら歩行者の通行の用に供する場合においては、車いす等の利用が

可能な斜路とする。ただし地形上やむを得ない場合は階段状とすることができ

る。幅員、勾配等道路構造については奈良県福祉のまちづくり条例の基準によ

るものとする。 

 

⑪ 車道に歩道を併設する場合、歩道幅員は有効２．０ｍ以上確保するとともにセ

ミフラットタイプを標準とする。 

 

⑫ 歩道等にグレーチング蓋を設置する場合は、細目タイプを使用すること。 

 

⑬ 道路とその他の敷地との境界は、構造物、縁石等によって明確に区分すること。 

 

⑭ 電柱の建て込み位置については、宅内とする。 

 

４ 施行 

① 本基準は令和 ５年 ４月 １日から施行する。 

② 本基準の施行日の前日において、改正前の生駒市宅地等開発行為に関する道路

築造技術基準の規定により協議中のものについては従前の例による。 
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蓋はＴ－２０以上とし、グレーチング蓋を使用する
場合において、ボルト締めタイプとし、縦断勾配が
６％を超える場合は、滑り止め加工を施したものを
使用すること。

宅地

宅地側 道路側

現場打ちＵ型側溝（蓋掛けタイプ）　　標準図

100 600以上 100

～700程度

150

基礎材 100以上

250以上

50以上

50以上

道路有効幅員

150 250以上 200

基礎材

※現場打ち構造の壁厚は車道側
　　200㎜、宅地側150㎜を標準と
　　する。

※コンクリート二次製品使用の際
　　には、市と協議すること。

別 図 １

道路有効幅員

現場打ちＵ型側溝　　標準図

200

250以上

～700程度

150

150 250以上

100以上

100 600以上 100
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街渠桝蓋　Ｔ－２０以上
　　　　　　　１１０°開閉式

基礎材

※現場打ちＬ型街渠溝
の
　　構造については別途
　　協議すること

蓋（ボルト締め）はＴ－２０以上
とし、縦断勾配が６％以上の
場合は、滑り止めタイプとす
る。

100

100以上

道路側

基礎コンクリート

二次製品

Ｌ型街渠　　標準図

宅地側

700程度

取付管

200 250以上 200

100以上

現場打ち横断溝　　標準図

現場打ち街渠桝　　標準図

車道

～700程度

150

基礎材

100

道路有効幅員

300以上

250以上

150

100以上基礎材

100 150 200

100 650以上 100

150

 


